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序 章 
第１節 計画策定にあたって 
Ⅰ．計画策定の趣旨 
 
本町では、令和２年度策定の長与町第 10次総合計画（以下「第 10次総合計画」という。）にて、

10年間の基本構想及び 5年間の前期基本計画を策定し、行政運営を行ってきました。 

また、本町では、国において進められている、少子高齢化の進展と過度な人口の東京一極集中

に対応し、危機的な状況にある将来の人口減少と地域経済縮小を克服するための「まち・ひと・

しごと創生総合戦略」を、第９次総合計画以降、総合計画と一体的に推進してきましたが、中長

期的には人口減少は避けられない状況にあり、これまで以上に町の活力を維持しながら、人口減

少局面においても安心して暮らせるまちづくりへの転換が求められています。 

一方この間、本町のまちの姿も大きく変容しつつあります。道路網の整備、大型商業施設や病

院の新設、新規住宅団地の造成、高田南土地区画整理事業の進展などに加え、賑わいづくりの新

たな拠点の一つとなる新図書館等複合施設「ホンテラッセ長与」についても、令和９年度の開館

を目指して整備が進んでおり、本町の「暮らしやすさ」と「賑わい」を維持・充実させるための取

組が結実しつつあります。 

さらに、長崎市中心部においても、西九州新幹線や MICE施設（出島メッセ長崎）の開業、長崎

駅周辺の再整備や長崎スタジアムシティの開館など、「100年に１度」と言われるほどの大きな転

換期を迎えようとしており、生活圏を共有する本町においても、その影響を大きく受けることが

予想されます。 

こうした中、令和７年度にて第 10 次総合計画の前期基本計画の計画期間が終了することから、

本町を取り巻く様々な社会・経済の動向を踏まえつつ、町民の皆様のまちづくりに対する想いに

応える新たなまちづくりの羅針盤として、後期基本計画となる長与町第 11次総合計画（以下「本

計画」という。）を策定するものです。 

 

Ⅱ．計画の位置づけ 
本計画は、今後の本町の“将来像”を描き、その実現に向けた方向性を明確にし、計画的かつ

持続的な推進を図ることを目的として策定するものです。 

また本計画は、本町の行財政運営の最上位計画に位置づけられ、分野別の個別計画は、全て本

計画の考え方に沿って策定されるものとなります。 
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Ⅲ．計画の特徴 
（１）デジタル田園都市国家構想総合戦略を包含した計画 

国は、危機的な人口減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、

将来にわたって活力ある日本社会を維持することを目的に、平成 26年 11月、「まち・ひと・しご

と創生法」を制定、同年 12月には、2060年に１億人程度の人口を維持するとした、「まち・ひと・

しごと創生総合戦略」を策定し、各種の取組をスタートさせました。 

本町でも、国のこうした枠組や取組に呼応し、平成 27 年 10 月に「長与町人口ビジョン」並び

に「長与町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、その後の改訂を経て、中長期的視点に立

ち、国と一体となって取組を推進してきたところです。 

しかし、全国的な東京圏への人口集中の流れは依然変わらず、地方の人口減少は進行する一途

をたどっています。このことを受け、国ではコロナ禍の中で台頭してきたデジタル技術を活用し、

「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」を目指し、従来の「まち・ひと・しごと創生

総合戦略」の内容を実現するための方策として、デジタル基盤の整備やデジタル人材の育成など

の視点を取り入れた「デジタル田園都市国家構想総合戦略」を 2022年 12月に閣議決定しました。 

本町においても、全国的な傾向と同様に人口減少局面を迎え、既存の住民サービスを維持する

ための担い手確保が難しくなることが予想される中で、デジタル技術を積極的に取り入れ、「住み

よいまち」を形成するために、本計画の策定にあたって「デジタル田園都市国家構想総合戦略」

の内容を取り入れるものとします。 

なお、策定に際しては、町の最上位計画である総合計画と総合戦略の内容が密接していること、

重複する部分が多分にあることから、その効果的推進に向け、両者を一体的に策定するものとし、

本計画を「地方版デジタル田園都市国家構想総合戦略」を包含した計画として位置づけます。 

 

（２）持続可能な開発目標（SDGs）と整合した計画 
持続可能な開発目標（SDGs）とは、2015年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発

のための 2030アジェンダ」に盛り込まれ、発展途上国のみならず、先進国自身も取り組むべき 17

のゴールと 169のターゲットなどからなる 2016年から 2030年までの国際目標です。 

これを受け、国は 2016 年５月に内閣総理大臣を本部長として「持続可能な開発目標（SDGs）推

進本部」を設置、同年９月には、行政、NGO、NPO、国際機関等からなる「持続可能な開発目標（SDGs）

推進円卓会議」を設置、さらに同年 12月には「持続可能な開発目標（SDGs）実施指針」を決定す

るなど、積極的に推進体制の整備や広範な関係者との連携が図られてきました。 

指針の中では、地方自治体に対し「各種計画や戦略、方針の策定や改訂にあたっては SDGsの要

素を最大限反映すること」や「関係者との連携の強化等、SDGs達成に向けた取組を促進する」こ

とを求めています。 

さらに上記で示している 2022年 12月に閣議決定された「デジタル田園都市国家構想総合戦略」

には、「地方創生 SDGs の推進による持続可能なまちづくり」が盛り込まれるなど、地方創生の領

域においても SDGsの意義や有効性が指摘されています。 

こうした動向や国の姿勢を踏まえ、本計画を、SDGsと整合した計画として策定することとしま

す。 
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Ⅳ．計画の構成と期間 
本計画は、基本構想、基本計画、実施計画の３層で構成します。それぞれの特徴や計画期間は

以下のとおりです。 

 

本町が目指す将来像を明らかにし、その実現のための基本的なまちづくりの方向性を示すもの

です。基本構想は、議会の議決を経て、令和３年度から令和 12 年度までの 10 年間の構想として

策定します。 

 

＜長与町デジタル田園都市国家構想総合戦略／第３期総合戦略＞を兼ねる 

まちづくりの各分野における具体的な施策や目標を示したものです。後期基本計画として、令

和８年度から令和 12年度までの５年間を計画期間とし策定を行います。 

 

基本計画に示した施策・事業を実行していくための年次計画です。計画期間は３年間となって

おり、毎年ローリング方式により見直しを行います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本計画 

基本構想 

実施計画 

基本計画 

基本構想 

実施計画 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 

 

５年間 

３年間 

基本 構想 

後期基本計画（デジタル田 園都市国家構想総合戦略） 

実施計画 

10 年間 

第 11 次総合計画 



※パブリックコメント用（長与町政策企画課） 

4 
 

第２節 長与町の現状と課題 
Ⅰ．新たな時代の潮流 
（１）少子高齢化、人口減少社会にあっても豊かに暮らせる社会づくり 
世界に先駆けて日本が直面する少子高齢化・人口減少という構造的な課題について、その危機

感を広く共有し、将来にわたって活力ある日本社会を維持するため、平成 26 年 11 月の「まち・

ひと・しごと創生法」制定以降、国と地方が一体となり、「地方創生」に取り組んできました。 

この間、地方の雇用環境や経済指標に改善が見られる一方で、少子化の進行・人口減少に歯止

めがかからず、「東京圏への人口一極集中」は、近年むしろ加速しています。 

総人口の減少や少子高齢化によって「働き手」の減少が生じると、日本全体の経済規模が縮小

し、一人あたりの国民所得も低下させるおそれがあり、さらに社会保障費の増大等による働き手

一人あたりの負担増が勤労意欲にマイナスの影響を与え、加えて人口規模の縮小がイノベーショ

ンを停滞させることも考えられます。 

また、地方においては、地域社会の担い手が減少することに加え、消費市場が縮小し地方の経

済が縮小するなど、様々な社会的・経済的な課題が生じるだけでなく、人口減少が地域経済の縮

小を呼び、地域経済の縮小がさらに人口減少を加速させるという負のスパイラルに陥ることとな

ります。 

国においてはデジタル技術の活用などにより、定住人口を増やすだけではない地方の在り方な

ども示唆されてはいますが、まず第一にこれまでと同様に少子高齢化・人口減少対策としての「地

方創生」をはじめとした施策に取り組む一方で、人口減少を前提としつつ、引き続き地域の活力

を維持するための方策を検討するという考え方が必要となってきます。 

 

日本の総人口の推移 

出生高位・中位・低位（死亡中位）推計 

 
注：実線は今回（令和５年度）推計、点線は前回（平成 29年度）推計） 

資料）国立社会保障・人口問題研究所 日本の将来人口（令和５年推計）  
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（２）SDGs ～持続可能な社会への挑戦～ 
2015 年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発目標（SDGs）」の 17 のゴールと 169

のターゲットは、発展途上国のみならず、先進国自身も取り組むべきとされていますが、日本国

内においては既に達成されているものも多く含まれるため、国は、日本として特に注力すべきも

のとして、日本の文脈に即して「８つの優先課題と具体的施策」として再構成しています。１つ

めの優先課題は、「あらゆる人々の活躍の推進」とされ、具体的施策として、「一億総活躍社会の

実現」「女性活躍の推進」「子どもの貧困対策」「障がい者の自立と社会参加支援」「教育の充実」

が示されています。 

この例が示しているように、再構築された「８つの優先課題と具体的施策」には、身近な暮ら

しのテーマが少なからず含まれていること、さらに、国や NPO・NGO、民間企業、各種団体、地方

自治体等関係者間の連携が必要とされていることから、本町のまちづくりにおいても、これら SDGs

での取組との整合を図ることが求められています。 
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（３）Society5.0 ～技術革新と新たな社会の幕開け～ 
Society5.0とは、AIやロボットなどの先端技術により、経済の発展と社会的課題の解決を両立

する人間中心の社会を意味します。情報社会（Society4.0）に続く、我が国が目指すべき未来社

会の姿として提唱され、そこでは、IoT（Internet of Things）で全ての人とモノがつながり、知

識や情報が共有され、新たな価値を生み出すことで、様々な課題や困難を克服します。また、人

工知能（AI）により必要な情報が必要な時に提供され、ロボットや自動走行車などの技術により、

少子高齢化、地方の過疎化、貧富の格差等の課題が克服されるなど、社会の変革（イノベーショ

ン）を通じて、現在の閉塞感を打破し、希望の持てる社会、世代を超えて互いに尊重し合える社

会、一人一人が快適で活躍できる社会となることが期待されます。 

人口減少による地域経済の縮小が懸念される中、生活、産業、教育、福祉などあらゆる分野で

の課題解決と経済発展に向けた活用が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料）内閣府ホームページ「Society5.0 －科学技術政策－」 

 

 

 

（４）価値観や暮らし方の多様化 
2020年に猛威をふるった新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって、私たちを取り巻く社

会生活や経済活動は大きく変化し、「新たな生活様式」として、日常生活や社会生活、経済活動の

中でデジタル技術をはじめとした、新たな技術・考え方が広く普及しました。 

その他、気候変動や頻発する自然災害、環境保全意識の高まり、産業・雇用環境や働き方に対

する意識の変化、ICTの普及による生活の変化、安全・安心に対する意識の高まり、外国人を含む

多様な背景を抱える人々との地域における共生社会の重要性に対する認識の高まりなど、時代の

潮流の変化とともに、人々の価値観や暮らし方は多様化しており、これに柔軟に対応していく姿

勢が求められています。 

 

 

  



※パブリックコメント用（長与町政策企画課） 

7 
 

Ⅱ．本町の地域特性 
（１）位置・概要 
本町は、長崎市の北約 10kmに位置し、東は

諫早市、西は時津町、南は長崎市、北は大村湾

に接しています。 

町の中心部を流れる長与川流域の盆地と、

それを取り巻く丘陵地帯に市街地が拡がり、

北東に琴ノ尾岳（標高 451.4m）、中部に丸田岳

（標高 338.9m）などの山々が連なっています。

長与川には多くの水鳥が戯れ、大村湾に面す

る堂崎ノ鼻付近にはリアス式海岸が残される

など、身近で豊かな自然環境を有しています。 

 

 

 

 

 

 

（２）長与町の歩み 
明治 22年４月に町村制が施行され、９郷からなる長与村が誕生しました。当時約 5,000人であ

った人口は、昭和 44年１月の町制施行の時点で、人口 13,504人の町となりました。 

本町は純農村地帯として、柑橘栽培を主体として発展を続けてきましたが、昭和 40年頃から長

崎市街地が北部へ伸びるに伴い、住宅都市としての要素が高まり、宅地化が進みはじめました。 

昭和 46年３月に新都市計画法による市街化区域等が決定され、これを機会に本町では、農業と

自然と住宅地が調和した人間性あるまちづくり、「農・緑・住」を柱として各種の事業に取り組ん

できました。その中でも、有効な土地利用と生活環境整備を図るため、昭和 47年から土地区画整

理事業、昭和 48年度から公共下水道事業に着手、その後の爆発的な人口増加と飛躍的な発展をも

たらす新たなまちづくりがスタートしました。 

都市化とともに、町の人口が急増し、昭和 45 年当時と比較すると、昭和 55 年で 2.1 倍、平成

２年で 2.4 倍、平成 12 年で 2.9 倍、平成 22 年で３倍を示しましたが、近年では少子高齢化の進

行に伴い、長く続いた人口の増加も減少に転じています。 

一方、現在の本町は、「都市機能の利便性」と「身近で豊かな自然環境」を併せ持ち、「子育てと

教育のまち」、「機能的で暮らしやすいまち」として、内外で高い評価を得ています。今後も人口

減少は避けられない状況が予測されますが、町の活力を維持しながら、人口減少局面においても

安心して暮らせるまちづくりに努めていきます。 
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資料）国勢調査（各年 10月 1日現在）、2025 年のみ住民基本台帳９月末日現在 

 

 

（３）人口動態と今後の見通し 
本町の人口は、昭和 40 年頃からの宅地開発とともに増加を続けていましたが、平成 17 年頃か

ら横ばいとなり、近年では若者を中心とした県外への転出超過などから減少に転じ、令和７年９

月末日現在の人口は、39,270 人となっています。 

また、本町の高齢化率は全国や長崎県平均に比べると低い状況ですが、同じく令和７年９月末

日現在、29.8％と 10年前の 23.3％と比べ 6.5ポイント上昇しています。 

今後もこうした人口減少と少子高齢化が進むことが予想され、国立社会保障・人口問題研究所

の推計（令和５年（2023）推計）によると、本町の 2050年の人口は 27,292人、高齢化率は 43.5％

になるとされています。 
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まちの将来像 

「郷の和気、夢・緑・ 

創造のまち ながよ」 

S50～S54 S55～S60 S61～H2 H3～H7 H8～H12 H13～H17 H18～H22 H23～H27 H28～R2 

長与町 

第 10次 

総合計画 

基本構想 

まちの将来像 

「人・緑・未来 つなぎ 

はぐくむ ながよ ～幸

福度日本一のまちを

つくる～」 

R3～R7 
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28.8%
26.5%

22.7%
20.1% 19.4% 18.4%

16.7% 15.3% 14.6% 13.7%

64.6% 65.7% 67.5% 67.3% 67.0% 65.6% 64.2%
61.3%

58.0% 56.4%

6.6% 7.8% 9.8%
12.5% 13.6%

15.9%

19.1%
23.3%

27.3%
29.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2 R7

年少人口割合 生産年齢人口割合 老年人口割合

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

2005年(H17)→2010年(H22) 2010年(H22)→2015年(H27) 2015年(H27)→2020年(R2)

（人）

年齢別社会動態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料）国勢調査 

 

年齢３区分人口割合推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料）国勢調査、2025 年のみ住民基本台帳９月末日現在 
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4.0

3.8

3.3

3.1

2.6

0.2

0.2

0.1

0.1

0.1

9.7

8.2

7.2

7.7

7.8

13.6

12.5

12.7

11.6

10.3

1.0

0.8

0.8

0.9

0.9

5.1

6.2

6.1

5.5

5.4

22.5

18.9

17.4

15.7

16.0

3.7

3.5

3.5

3.5

3.3

0.8

0.9

1.4

1.4

1.6

34.4

40.4

42.7

45.7

47.3

5.0

4.7

4.7

4.7

4.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H12

H17

H22

H27

R2

農業 漁業 建設業 製造業

電気・ガス・水道業等 運輸・通信業 卸売・小売・飲食業 金融・保険業

不動産業 サービス業 公務

（４）生活圏 
本町は隣接する長崎市や時津町と一体と

なった生活圏が形成されています。令和２年

国勢調査によると、15歳以上就業者のうち町

内は 29.4％であるのに対し、長崎市へ 50.6％、

時津町へ 10.7％、通学者も町内は 40.4％に対

し、長崎市へ 46.9％となっています。このた

め、昼夜間人口比率（昼間人口／夜間人口）は

令和 2年で 76.6％を示しています。 

このように、長崎市と経済・生活圏を共に

する長与町及び時津町は、平成 28年、広域連

携により持続可能な地域社会を形成していく

ため、長崎広域連携中枢都市圏の連携協約を

締結し、１市２町の限られた財源や地域資源

などを活用し合いながら、圏域全体の経済成

長、高次の都市機能の集積・強化及び圏域全

体の生活関連機能サービスの向上を目指す各

種の取組を開始しました。 

 

（５）産業構造 
本町の就業人口は、サービス業を中心とする第３次産業が全体の８割近くを占め、その割合が

年々高まりつつあります。令和２年国勢調査によると、第１次産業が 2.7％、第２次産業が 18.1％、

第３次産業が 79.1％と、10 年前（平成 22 年）に比べ第１次産業で 0.7 ポイント、第２次産業で

1.8ポイント低下する一方、第３次産業は 2.5ポイント上昇しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料）国勢調査

第１次産業 第２次産業 第３次産業 
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1,779 1,815 1,808 1,837 1,879

0

500

1000

1500

2000

2500

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２

要介護３ 要介護４ 要介護５

（人）

16,413 15,806 17,220 17,801 18,077

0

5,000

10,000

15,000

20,000

結核 特定健診 若年 肺ガン

胃ガン 子宮ガン 乳ガン 大腸ガン

（人）

1,580 1,606 1,610 1,594 1,568

336 344 343 350 372

218 249 250 282 307

2,134 2,199 2,203 2,226 2,247

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

精神障害者保健福祉手帳

療育手帳

身体障害者手帳

（人）

（６）長与町の生活環境 

本町の生活環境について、「医療・福祉」「子育て・教育」「住環境」「行財政」の４つの観点で整

理しました。 

 

①医療・福祉 

要介護認定者数はやや増加しており、特に要介護３以上の重度の認定者数が増加しています。

また、障害者手帳等所持者数もやや増加傾向となっており、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳

の所持者が増加しています。 

医療面では、健診受診者は増加しており、特に肺ガンや子宮ガンの受診者が増加しています。 

 

（要介護認定者数の推移）  （障害者手帳等所持者数の推移） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料）見える化システム  資料）長与町第５次障害者計画・第７期障害福祉計画・ 

第３期障害児福祉計画 

 

（成人健診受診状況の推移）    （医療機関数の推移） 

 

 
病院 一般診療所 

歯科 

診療所 

 施設数 病床数 施設数 病床数 施設数 

令和 

元年度 
２ 240 40 72 19 

令和 

２年度 
２ 240 42 72 18 

令和 

３年度 
３ 348 41 72 18 

令和 

４年度 
３ 348 39 72 18 

令和 

５年度 
３ 348 39 72 18 

資料）とうけいながよ      資料）とうけいながよ  
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1,248

1,182

1,103
1,140 1,151

1,127

1,077
1,046

0

5

10

15

20

25

30

35

900

950

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

1,300

児童数

１学級あたり生徒数

教員１人あたり生徒数

（人）

374 337 292 253 230

1,045 1,055 1,066 1,055 1,032

0

300

600

900

1200

1500

教育施設 保育施設

（人）

1.43

1.36
1.33

1.30
1.26

1.70

1.66
1.61 1.60

1.571.57

1.73 1.72

1.63
1.70

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

全国 長崎県 長与町

2,376
2,356 2,350 2,341 2,335 2,340 2,352

2,369

0

5

10

15

20

25

30

2,100

2,150

2,200

2,250

2,300

2,350

2,400

2,450

2,500

児童数

１学級あたり児童数

教員１人あたり児童数

（人）

②子育て・教育 

子育てや教育に関する統計を見ると合計特殊出生率は国や県よりも上回っており、1.70前後を

増減しながら推移しています。幼児教育・保育施設では教育施設の利用が減っている一方で、保

育施設は横ばいで推移しており保育ニーズの高さがうかがえます。 

小学校児童数及び中学校生徒数の推移をみると、小学校児童数は横ばいで推移、中学校生徒数

は右肩下がりとなっています。１学級あたり児童数（生徒数）と教員１人あたり児童数（生徒数）

は多少の増減はあるものの、概ね横ばいで推移しています。 

 

（合計特殊出生率の推移）    （幼児教育・保育施設の利用者数の推移） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料）長崎県衛生統計年報  資料）第３期長与町子ども・子育て支援事業計画 

 

（小学校児童数の推移）     （中学校生徒数の推移） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料）とうけいながよ     資料）とうけいながよ 
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605 602 596
568 550

24 25 23

18
18

36 39 52

15
19

665 666 671

601
587

400

450

500

550

600

650

700

可燃物 不燃物 粗大ごみ

（ｇ）

1,132
950 984 1,056 1,127

538 478 502 528 573

1,917

1,570 1,522 1,591
1,697

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

道ノ尾駅 高田駅 長与駅

（人）

③住環境 

ごみの 1日１人あたりの排出量は年々減少傾向となっています。 

JR駅の 1日平均乗客数を見ると、各駅ともやや増加傾向となっています。 

 

（１日１人あたりのごみ排出量の推移）   （JR駅別１日平均乗客数の推移） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料）とうけいながよ  資料）九州旅客鉄道株式会社（各年度末現在） 

 

④行財政 

財政力指数をみると全国平均及び近隣市町と比べてもやや高い水準にあります。経常収支比率

や実質公債費比率からも喫緊での財政面のひっ迫などは考えにくい水準ではありますが、長期的

な視点から、健全な行財政運営は今後も引き続き重要と考えられます。 

 

 

（近隣市町等との主な財政指標の比較） 

 財政力指数 経常収支比率 実質公債費比率 将来負担比率 

長与町 0.62 93.7 7.1 - 

時津町 0.66 92.9 5.3 - 

長崎市 0.57 97.9 10.4 96.0 

西海市 0.29 87.8 0.7 - 

諫早市 0.59 96.5 7.3 - 

大村市 0.62 98.2 8.9 - 

全国平均 0.48 93.1 5.6 6.3 

資料）全市町村の主要財政指標（令和５年度） 
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Ⅲ．まちづくりに対する町民の皆様の声 

将来のまちづくりに対する町民の皆様の評価や想いを本計画へ反映させるために、町民意識調

査、若者アンケート調査、子育て世代調査、町民ワークショップを実施・開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

町民意識調査 

―実施時期― 

令和６年９～10月 

―対象― 

長与町在住の 

満 18歳以上の男女 4,000人 

―有効回答― 

1,759件 

（回収率 44.0％） 

若者アンケート調査 

―実施時期― 

令和７年２月 

―対象― 

長崎北陽台 

高等学校の 

１・２年生全員 

―回収数― 

439 件 

町民ワークショップ 

―開催時期― 

令和７年３月 

―対象― 

高校生：北陽台高等学校の生徒 

一般：長与町在住者 

―参加者数― 

高校生：28名 

一般：29名 

将来のまちづくりに対する 

町民の皆様の評価や想い 

子育て世代調査 

―実施時期― 

令和６年 12月～令和７年３月 

―対象― 

長与町在住の 

子育て世帯の方 

―有効回答― 

60件 
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-0.18

0.30

0.10

0.13

0.69

0.40

0.21

-0.26

-0.03

-0.24

0.51

0.27

0.19

0.45

0.31

0.54

-0.08

0.13

-0.50 -0.25 0.00 0.25 0.50 0.75

公共交通

医療サービス

健康づくり活動

介護や福祉サービス

教育

子育て

買い物

文化施設

スポーツ施設
前回 今回

住みやすい

33.6%

どちらかと

いえば

住みやすい

50.5%

どちらかと

いうと

住みにくい

11.4%

住みにくい

2.4%

不明・

無回答

2.2%

長与町に住

み続けたい

77.8%

県内他市

町に移住

したい

10.3%

県外へ移住

したい

8.0%

不明・無

回答

3.9%

（１）町民意識調査 

①生活環境の充実度 

生活環境の充実度を尋ね、回答

結果を指数化したところ、９項目

中７項目で「プラスの充実度」を示

しており、特に、「買い物」、「医療

サービス」、「教育」が高く評価され

ています。 

一方、「マイナスの充実度」に、

「公共交通」、「文化施設」の２項目

が示されています。 

また、５年前の同じ調査との比

較では、「公共交通」「教育」「子育

て」の３項目で数値が下がってい

ます。 

 

充実度指数＝（「充実している」×２＋「どちらかといえば充実している」×１＋ 

「どちらかといえば充実していない」×（-１）＋「充実していない」×（-２））／回答数 

 

②住みやすさ 

「住みやすい」「どちらかといえば住み

やすい」の合計が 84.1％と高い評価とな

りました。５年前の同じ調査と比較する

と、大きな変化はないものの、「どちらか

というと住みにくい」がやや上昇してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

③定住意向 

「長与町に住み続けたい」が 77.8％と高い

評価となりました。一方で、移住したい考え

の人が２割程度おり、町外に出たいという考

えの人も一定数いることがわかります。 
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①多様な協働の

環境づくり

②地区コミュニティ

活動の推進

③自治会活動の推進

④経営感覚の

ある行政運営

⑤効率的な財政運営

⑥乳幼児教育・

保育の充実

⑦学校教育の充実

⑧青少年の健全育成

⑨生涯学習の推進

⑩生涯スポーツ

の推進

⑪文化・芸術の振興⑫国際色豊かな

まちづくりの推進 ⑬人権の尊重

⑭平和意識の高揚

⑮男女共同参画

社会の実現

⑯農業の振興

⑰林業の振興

⑱水産業の振興

⑲商業の振興

⑳工業の振興

㉑観光・シティプロ

モーションの振興

㉒移住・定住促進及び関係人口

の拡大

㉓雇用環境の充実

㉔市街地の整備

㉕上水道の整備

㉖下水道の整備

㉗道路の整備

㉘地域公共交通の充実

㉙地域情報化の推進

㉚消防・防災体制の強化

㉛交通事故防止

対策の推進

㉜安全な生活環境づくり

㉝健康づくりの推進

㉞感染症対策

の充実

㉟医療体制の充実

㊱結婚・妊娠・出産・

子育て支援の充実

㊲高齢者福祉の充実

㊳地域福祉の充実

㊴障がい者福祉の充実

㊵社会保険制度の充実

と原爆被爆者対策

㊶快適で持続可能

な生活環境づくり

㊷ごみ・し尿の適正な処理

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

1.50 1.70 1.90 2.10 2.30 2.50 2.70

満 足 度

重

要

度

満足度平均

2.11

重要度平均

5.4％

④まちづくり施策の満足度・重要度 

第 10次総合計画中の 42施策において、満足度が低く重要度が高い重点課題領域には、「地域公

共交通の充実」、「商業の振興」、「雇用環境の充実」「効率的な財政運営」の４施策が位置しており、

一層の取組が必要とされました。 

一方、満足度・重要度ともに高く、攻勢領域とされたものは、「学校教育の充実」「乳幼児教育・

保育の充実」「医療体制の充実」の３施策となりました。これらの施策は、本町の“強み”を活か

すため、さらなる充実が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【算出方法】各分野の施策における満足度と重要度を、 

①満足度では「満足＝４点」「やや満足＝３点」「どちらともいえない＝２点」「やや不満＝１点」

「不満＝０点」と点数化し、全回答の平均点を算出したうえでＸ軸（横軸）に置いています。 

②重要度は特に重要だと思うもの３つに○をつけていただいた回答の割合（％）をＹ軸（縦軸）

にそのまま置いています。 

 

  

満足度も高く、 

重要度も高い 

満足度が低く、 

重要度は高い 

満足度は高いが、 

重要度は低い 

満足度も、 

重要度も低い 
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長与町に住み続け

たい

22.4%

長与町以外の長崎

県内に住みたい

12.7%

長与町に住み続けたい

が、進学や就職により

住むことができない

13.9%

長崎県内には住み続けた

いが、進学や就職により住

むことができない

13.9%

県外に住みたい

37.0%

不明・無回答

0.0%
長与町に住んでみ

たい

0.4%

いまのお住まいや

長与町以外の長崎

県内に住みたい

35.0%

長与町に住んでみたい

が、進学や就職により

住むことができない

0.4%

いまのお住まいや長与町以外の長

崎県内に住み続けたいが、進学や

就職により住むことができない

17.2%

県外に住みたい

46.7%

不明・無回答

0.4%

28.7

35.2

23.8

29.0

3.8

7.5

22.5

14.2

11.5

5.7

19.6

10.3

15.7

13.9

18.7

35.1

27.8

28.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

福祉（障がい者、高齢者支援等）

が充実している

医療が充実している

災害が少なく、防災意識が充実し

ている

働く場所が増えて様々な働き方が

できるようになっている

スポーツが盛んになっている

幼稚園から大学まで揃った学園都

市として教育・保育が充実している

子育て支援や子育て環境が充実

している

こだわりのショップが多くオシャレ

なまちとなっている

教育環境が充実している

若者 一般

（２）若者アンケート調査 

①卒業後の定住意向 

町内外の在住者共に、卒業後には「県外に住みたい」という人が多くなっています。町内在住

者の中では２割程度が「長与町に住み続けたい」となっており、「長与町/長崎県内に住み続けた

いが、進学や就職により住むことができない」人が２割以上と住み続けたい意向はあるが、将来

のためにまちを出るという高校生が多くなっていると考えられます。 

 

（長与町在住者）    （長与町外在住者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②将来どんなまちになってほしいか 

一般と若者で比較をすると、

「教育環境が充実している」「こ

だわりのショップが多くオシャ

レなまちとなっている」「子育て

支援や子育て環境が充実してい

る」などが若者から望まれてい

ます。一方で、「災害が少なく、

防災意識が充実している」「医療

が充実している」「福祉（障がい

者、高齢者支援等）が充実してい

る」などは若者からはあまり重

視されていないことがわかりま

す。 

  



※パブリックコメント用（長与町政策企画課） 
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不便なく生活できているため

子育て環境が充実しているため

実家があるため・実家に近いため

交通が便利なため・長崎市へのアクセスが

良いため

住みやすいため

家があるため

引っ越す理由がないため

住み慣れているため

その他
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0 5 10 15 20

子どもが遊べる施設が少ない

外食先等の商業施設が少ない

子育て環境が充実していない

交通機関が充実していない

公園が整備されていない

保育料の無償化

ゴミを出しやすくしてほしい

その他

（３）子育て世代調査 

①長与町に住み続けている理由 

長与町に住み続けている理由として多かったものは、「不便なく生活ができている」「子育て環

境が充実している」「交通が便利・長崎市へのアクセスが良い」といった内容が多くあげられてい

ます。また、「実家がある・近い」「家がある」といった家庭等の事情に関する意見も多くありま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（グラフの数値は分類ごとの意見の数です） 

 

②長与町に住む中で改善してほしいところ 

長与町に住む中で改善してほしいこととしては、「子どもが遊べる施設が少ない」「外食先等の

商業施設が少ない」「子育て環境が充実していない」という内容が多く、子どもと過ごす環境のさ

らなる向上が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（グラフの数値は分類ごとの意見の数です）  



※パブリックコメント用（長与町政策企画課） 
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0 20 40 60 80

交通

買い物

子育て

産業

医療・福祉

自然

地域

教育

観光・PR

住環境

その他

（４）町民ワークショップ 

本町のまちづくりに対する幅広い意見交換を行いながら将来のまちの姿を考える「長与町未来

のまちづくり意見交換会」を一般住民と高校生の２回にわけて開催しました。 

一般住民のワークショップでは「まちの魅力と課題」を整理し、その後「魅力を伸ばすために

必要なこと」、「課題を解決するために必要なこと」のアイデアを出していただきました。高校生

ワークショップでは、「長与町（長崎県）に住み続けたい理由・県外に出たい理由」を考えてもら

い、その後、「住み続けたい長与町（長崎県）になるために必要なこと」のアイデアを出していた

だきました。 

各ワークショップでは下記のような意見が出てきました。 

 

ワークショップで出てきた意見の主な分類 

（グラフの数値は分類ごとの意見の数です） 

 

（高校生ワークショップ）   （一般ワークショップ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分類 主な意見内容 

交通 町外アクセスの充実、町内の細やかな交通手段の整備、道路の渋滞緩和 

商業/買い物 商業施設・娯楽施設の充実、飲食店の充実 

観光・PR 町外への魅力発信の強化、長与町ならではの特産品・ブランド化 

就労/産業 若者の働きたくなる仕事の充実、雇用の場の増加、町外就労者への支援 

教育 教育環境が既に充実している、高校や大学との連携、学校施設の改修 

子育て 子ども手当等の金銭的な支援の充実、給食費無償化、産婦人科の創設 

医療・福祉 障がい者支援の充実、高齢者の移動手段や日常生活の支援 

自然 自然が豊か、グリーン・ツーリズムの推進、ごみの分別を簡単に 

地域 コミュニティが活発な地区あり、自治会加入対策、地域内の交流促進 

住環境 災害対策、空き家対策・利活用、若者が一人暮らししやすい物件 

 

 

  


